仕様書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
（担当：三宅、大野 ℡ 222-3960）
	件　　名
	久世保育所　建築設備点検指摘事項の是正

	履行期限
	契約の日から令和８年１０月３１日まで

	実施場所
	京都市久世保育所（乳児棟及び幼児棟）

	契約条件
	１　業務内容
　　建築設備点検の結果、是正を要することとなった次の項目の解消他
⑴　乳児棟
　　　・　壁付け換気扇交換　１台
　　　・　プール横手洗い場水栓修繕　１式
　　⑵　久世保育所幼児棟
　　　・　壁付け換気扇交換　２か所
　　　・　１階保育室手洗い場水栓修繕　１箇所

２　施工場所
　　京都市久世保育所乳児棟（京都市南区久世大築町５０）
幼児棟（京都市南区久世大築町４７－２）
３　納期
　　令和８年１０月３１日（土）
４　料金の支払い

⑴　請求時に、業務完了報告書を添付すること。
⑵　京都市は、請求があった日から３０日以内に料金を支払うものとする。
５　その他
⑴　可能な限り、現地を視察のうえ、見積書を提出すること。なお、現地視察に係る費用はお支払いできません。
⑵　現地視察の際は、久世保育所（乳児棟：075-931-0501、幼児棟：075-931-0692）に事前に連絡のうえ、日程調整を行うこと。
⑶　本仕様書に定めのないことやその他詳細については、本市に確認を行うこと。


